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   開 会  午後２時44分 

○鈴木達雄委員長 ただいまから総合政策特

別委員会を開会いたします。 

 本日は、９月21日の本会議において本委員

会に付託された継続審査中の平成24年第

146号議案 市道の路線認定について審査い

たします。 

 審査は説明の後、質疑に入ります。 

 それでは、平成24年第146号議案 市道の

路線認定を議題といたします。 

 説明を求めます。 

 星野総合政策部参事。 

○星野隆彦総合政策部参事 それでは、説明

をさせていただきたいと思います。 

 平成25年２月28日、午後５時から、入船公

民館におきまして、借地・借家関係者との話

し合いを行いましたので、その報告をさせて

いただきたいと思います。 

 この話し合いにつきましては、昨年９月４

日の説明会以降、話し合いが滞っており、そ

の状況を打開するため、話し合いの再開を申

し入れておりました。その結果といたしまし

て、借地・借家人が主催という形でございま

すけれども、このたび、開催となったもので

ございます。 

 はじめに、市長が４月11日に提案をしまし

た趣旨、内容について説明を行いました。そ

の後、借地・借家人から若干の発言がござい

ましたが、傍聴者がいる中での話し合いとな

ったこと、また話の内容が傍聴者からの庁舎

に関する意見が多くなってきたことなどから、

立ち会っていただいておりました入船区長か

ら、「傍聴者が多くみえるこのような場で、

住民に意見を求めるのは無理がある。市の職

員が個別に伺って、住民の話を聞くことが重

要である」との発言がございましたが、結果

といたしまして、話の多くは、傍聴者との庁

舎建設事業に関する意見交換で終了いたしま

した。 

 そうした中ではありますが、９月４日に市

が提案しました条件についての意見も文書で

いただき、明確になってまいりましたので、

内容の確認と検討を行い、合意を得てまいり

たいと思っております。 

 以上でございます。 

○鈴木達雄委員長 それでは、これより質疑

に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 加藤委員。 

○加藤芳夫委員 今の説明は、平成24年第14 

6号議案とは全然関係ない説明であります。

２月28日の説明会というのは、あくまでも市

長との審議に基づいた４月11日にさかのぼっ

た話であって、市道路線認定についての話で

はないということなんです。 

 私は２月28日も当然立ち会いましたし、そ

れ以前から見て、９月議会以降、何ら地元住

民と、また区長を通じての説明会、路線認定

についての何ら進展は見られていないという

ことも考えれば、議会としても、今どうのこ

うのと言える立場ではない。もう少し地域の

関係者の住民の皆さんのご意見、それから市

との折衝等の話が進展した上で決めていくべ

きだなと私は思いますので、できればこれは、

まだ継続審査という形で持っていくのが一番

妥当だと思います。 

 今の説明は、本当に全然筋違いの説明をさ

れて、皆さんはちょっとびっくりされたと思

うんですけれども、路線の仮設道路認定につ

いての説明会では一切ございませんでしたの

で、その点を報告させていただきます。 

○鈴木達雄委員長 ほかに意見はありますか。 

 滝川委員。 

○滝川健司委員 加藤委員が言われることは

ごもっともですが、直接は関係なくても、間

接的に市があの土地を買うという交渉を今し

ていて、その話がまとまらない限り、買えな

いということになれば、道路の話もなかった

ことになってしまうので、結果的に認定以前

の問題になってしまうんですけれども。今、
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市が一代限りという形で、借地・借家人の土

地を市が将来、公共用地ということで購入す

るに当たっての話し合いをまずまとめないと、

その先に事業目的としての道路認定というこ

とを理解してもらわないと話は進まないとい

うことなものですから、全く関係ないと言え

ば関係ないですけれど、実際はそこから入っ

ていかないと話が進まない、いきなり３号線

の話を直接してもまず進まない状態になって

ますので。私もその会議は立ち会わせていた

だきまして、状況も把握させていただきまし

たので、まずそこから取っかかっていただい

て、やっぱりまず市と借地・借家人との信頼

関係をまず築いていただいて、そこの話を進

めてもらわないと、その先の３号線の話には

進まないと思いますので、その辺をしっかり

再度やっていただいて、直接、借地・借家人

と市が話せる状況が今後持てるのか、その辺

も努力していただかないと、やっぱりああい

う会合だけではなかなか話が進まないと思い

ますので、こうやって当事者と話ができるう

ちはいいと思うんですけれども、その辺の進

捗を確認しておきたいと思いますけれども、

いかがでしょうか。 

○鈴木達雄委員長 星野参事。 

○星野隆彦総合政策部参事 直接、住民の方

との話し合いでございますけれども、まだ現

時点では、そういうものが実現できるという

段階ではございませんが、これからもそうい

うことが実現できるように努力してまいりた

いと考えております。 

○鈴木達雄委員長 長田委員。 

○長田共永委員 前回の入船区との話の内容

は、今、加藤委員と滝川委員が言われたとお

りで、多岐にわたって、直接、地権者の方、

借家人の方とお話はできなかった状況なんで

すが、ただ入船区長と来年度の新しい区長、

そして私が立会人ということで、３名が立ち

会わせていただいて、そのときの総意という

んですか、立会人の立場として今後も継続は

してもいいというのは明白な事実で、区長と

新区長も理解しておりますので、先ほどの滝

川委員、また加藤委員も心配されていたとお

り、今までみたいに門戸を閉ざしているわけ

ではないという結果だけが、一つの会議とし

ての結果としては間違いなく出ておりますの

で、この点を留意していただいて進めていた

だき、そしてこの案件に関しては、市道の路

線認定に関しては、改めて継続審査というこ

としかないんではないかと、現時点ではそう

いった見解を言わせていただきます。 

 以上です。 

○鈴木達雄委員長 参加された方はほかにも

あったかもしれませんが、ご意見はほかにあ

りますか。 

 山田委員。 

○山田たつや委員 私も参加して感じたのが、

まるで先が見えてこないような状態なんです

が、長と借家人の方が全く会話しないという

ような状態ではなかったものですから、これ

は回数を重ねていくしかないと思うんですけ

れど、その後の説明会については、向こうか

らの連絡等はされておりますか。 

○鈴木達雄委員長 星野参事。 

○星野隆彦総合政策部参事 まだ、日にち等

の設定は全くしていない状況でございますが、

ただ一点、住民の方から市長に対して、確認

書と言いましょうか、４月11日の確認につい

てというお話がありまして、そのことに関し

て打ち合わせをする予定はあります。 

○鈴木達雄委員長 加藤委員。 

○加藤芳夫委員 今、星野参事がおっしゃい

ましたけれども、冒頭、会合の中でもその辺

の確約事項は、市長が一度言葉のいろいろあ

るからということで、それは持ち帰って早急

に恐らくされたと思うんですけれども、やっ

ぱりもっともっと誠意というか、話し合いを

すれば私はできると思うんです。ですから、

もう先というのか、スケジュール的にどんど

んやっていくというのか、決して相手は拒ん
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でいるわけでもない、話し合いに応じていた

だけるので、少なくとも、その辺の今の確認

書についてのことは、どこまで今進んでおら

れるのか。 

○鈴木達雄委員長 山崎部長。 

○山崎敏勝総合政策部長 確認でございます

が、大変おくれていて申しわけないと思って

おります。 

 現在、相手方からいただきましたテープに

つきまして、２日間にわたってと言いますか、

４月６日と４月11日に、確か市長と相手方が

行き合っておると思いますが、そのうちの二

つについて、どういう内容を話されたかとい

うことについては確認を終えました。今、相

手方が署名をしてほしいということで求めら

れた署名との突き合わせを行っておるところ

でございまして、大方については私どもの部

内では確認をしてきました。最終的にそれで

いいのかもう一回チェックをしないといけな

いと思ってまして、それが済みましたら持ち

上げていきたいと思ってまして、それ以後、

相手方に対して、こういう格好でどうでしょ

うかというものを話に行きたいと思ってます。 

 これがちょっとおくれておりますので、相

手方の代理人につきましては、おくれておっ

て申しわけないということで説明をいたしま

して、ご理解いただいておるということでご

ざいます。 

○鈴木達雄委員長 加藤委員。 

○加藤芳夫委員 今の部長の答弁のとおり、

少しおくれておる状況で、本当に地権者と市

がうまく進む状況も見える可能性も今あるも

のですから、今ここで路線について結論を出

すことは非常に難しいと思いますので、余計

に逆なでするようなことになってはいけない

ので、やっぱり長田委員の言ったように当面

継続審査が私は一番いいのではないかと思い

ます。 

 以上です。 

○鈴木達雄委員長 ほかに意見はありません

か。 

 長田委員。 

○長田共永委員 今の路線認定と関係なくな

るんですけれど、先ほどの件で、テープの起

こしであって、入船区長様方が、この場で言

っていいかどうかわからないですけれども、

押印しろと、会議の議事録と。そこの件の話

も区長様方に改めて通していただくと助かる

なと思っておりますので、言っていただける

とは思いますので、当時、あのときに、三者

立ち会いで、押印が欲しいとも言われて、そ

こら辺も納得し、了解しておりますので区長

さんも。そこら辺も踏まえて対応をお願いし

ます。 

 以上です。 

○鈴木達雄委員長 よろしいですか、ほかに

意見はありませんか。 

 中根委員。 

○中根正光委員 私は、議員という立場で、

ずっとこの件を聞いて、また見てきましたけ

れど、そういったときに傍聴者のああいった

ときは一切出ません。よって、今、今日の継

続審査、冒頭に加藤委員が何で今日やってい

るのかなんていう話が出るような、今日、

146号議案が何でここへ出てくる、話も進ん

でいないのにというような内容のことをここ

でやる問題ではないと思うんです。もう少し

進展した状態で、こういう委員会を開いてほ

しい。 

 私は、議員という立場で、公平な立場で、

借家人、借地、そういう人の味方にもなりま

せんし、私は出てきたものをどうするかとい

うことで、賛成、反対というのを、またほか

の選択もありますけれど、そういう立場で考

えておりまして、そうすると、今、そちらの

説明が何の説明なのかと全然わからないです。

こうだからああだかとか、そういう話をして

ほしいと思うんですけれど、今日は仕方ない

ですけれど、次回はもう少し内容のある委員

会にしてほしいなと思いますので、よろしく
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お願いします。 

○鈴木達雄委員長 長田委員。 

○長田共永委員 改めて、この継続審査にさ

れた意味を副委員長にちょっと説明していた

だかないと、議案審査というのはしなければ

いけないわけであって、この説明がどうのこ

うのじゃないということ、改めて委員長と副

委員長に、事務局にもお願い、これは行政側

の云々という話が、それと説明とは別なので、

そこら辺、委員会の議案について。 

○鈴木達雄委員長 本日はこの146号議案、

継続審査中の審査をするという議会の委員会

でございますので、よろしくお願いします。 

 自由討議はよろしいですか。 

 ただいま意見の中で、継続審査というご意

見がたくさんありました。その点については

どうでしょう。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○鈴木達雄委員長 異議なしですか。 

 継続審査が望ましいという意見がありまし

たので、ここでこの継続審査について、この

際、採決したいと思いますけれど、よろしい

ですか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○鈴木達雄委員長 それでは、平成24年第

146号議案 市道の路線認定について、引き

続き継続審査とすることに異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○鈴木達雄委員長 異議なしと認めます。 

 よって、平成24年第146号議案 市道の路

線認定について、引き続き継続審査とするこ

とに決定いたしました。 

 以上で、本日の委員会の審査は終了いたし

ます。 

 なお、委員会の委員長報告の作成について

は、委員長に一任願いたいと思います。 

 これに異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○鈴木達雄委員長 異議なしと認め、そのよ

うに決定いたしました。 

 これをもちまして、総合政策特別委員会を

閉会といたします。 

   閉 会  午後３時00分 

 

 

 

 以上のとおり会議の次第を記録し、これを

証するために署名する。 

 

   総合政策特別委員会委員長 鈴木達雄 


